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１　成果指標達成状況一覧
第１章　市民との協働による地域振興

第１節　コミュニティ　（掲載ページ：３３～３８）

R3 R4 R5 R6 R7

1 自治会加入率 27.2% 26.5% 25.5％ 30.0% 協働推進課 目標17 17.17 35

2 認可地縁団体数 11団体 11団体 11団体 13団体 協働推進課 目標17 17.17 35

3 ホームページの外国語翻訳回数 月平均110.4回 月平均222.3回 月平均153.6回 月平均140.0回 秘書広報課 目標10 10.2 38

4 多文化共生推進事業協力員数 7人 10人 10人 10人 協働推進課 目標10 10.2 38

第２節　パートナーシップ　（掲載ページ：３９～４４）

R3 R4 R5 R6 R7

5 市ホームページアクセス数 341,995件／年 779,985件／年 478,999件／年 500,000件／年 秘書広報課 目標16 16.6 41

6
市公式フェイスブックページ

「いいね！」件数
885件 960件 1,013件 1,250件 秘書広報課 目標16 16.6 41

7 市公式ツイッター「フォロワー」件数 3,170件 3,962件 4,230件 4,500件 秘書広報課 目標16 16.6 41

8
情報提供サービス登録者数

（犯罪情報、災害情報、市政情報）
4,561件 4,306件 3,894件 6,000件 秘書広報課 目標11 11.5 41

9 協働事業提案制度の提案団体数
累計10団体

（H27～R1）
累計5団体 累計10団体

累計15団体

（R3～R7）
協働推進課 目標17 17.17 44

10 各種審議会等における公募委員の割合 4.7% 5.2％ 5.3％ 25.0% 企画政策課 目標16 16.7 44

第２章　健康で明るく暮らせるまちづくり

第１節　健康・医療　（掲載ページ：４７～６０）

R3 R4 R5 R6 R7

11 各種がん検診の受診者数 6,922人／年 6,378人／年 6,237人／年 8,000人／年 健康推進課 目標3 3.4 50

12 健康教室の参加者数 164人／年 108人／年 151人／年 304人／年 健康推進課 目標3 3.4 50

13 ゲートキーパーの養成数（累計） 266人 300人 316人 430人 健康推進課 目標3 3.d 50

14 応急手当普及員資格取得者数 7人 5人 5人 25人 防災安全課 目標3 3.c 54

15 予防接種、結核検診の実施者数 20,488人／年 21,426人／年 24,225人／年 24,000人／年 健康推進課 目標3 3.2 54

16 特定健康診査受診率 45.2% 47.3% 47.0% 60.0% 健康推進課 目標3 3.d 60

17 後発医薬品の利用率 83.8% 83.8% 84.6% 85%以上 保険年金課 目標3 3.8 60

18
高齢者の保健事業と介護予防の

一体的な実施
未実施 未実施 実施 実施

保険年金課

高齢福祉課

健康推進課

目標3 3.d 60

所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

１　地域コミュニティ

２　交流

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

目標

所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

１　情報共有

２　市民参加と協働

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

目標

所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

１　健康づくり

２　医療・救急

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

目標

３　社会保障制度
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第２節　福祉　（掲載ページ：６１～９２）

R3 R4 R5 R6 R7

１　地域福祉 19 福祉サービス第三者評価助成事業の実施 実施中 実施中 実施中 充実

高齢福祉課

障害福祉課

子ども青少年課

目標16 16.6 66

20 妊娠届出者に対する面接率 100% 100% 100% 維持 子ども子育て支援課 目標3 3.1 78

21 認可保育所の入所待機児童数 54人 37人 12人 0人 子ども青少年課 目標3 3.7 78

22 延長保育の実施保育所数 11か所 11か所 11か所 13か所 子ども青少年課 目標3 3.7 78

23 病児保育の延べ利用人数 396人 311人 296人 500人 子ども子育て支援課 目標3 3.7 78

24 ショートステイの延べ利用日数 148日 80日 132日 150日 子ども子育て支援課 目標3 3.7 78

25 子ども食堂の実施数 3か所 3か所 5か所 5か所 子ども子育て支援課 目標2 2.1 78

26
ファミリー・サポート・センター事業の

延べ利用件数
364件 335件 296件 500件 子ども子育て支援課 目標3 3.7 78

27 育児支援ヘルパー派遣事業利用世帯数 7世帯 4世帯 4世帯 10世帯 子ども子育て支援課 目標3 3.7 78

28 児童館親子ひろば利用者数 1,355人 1,002人 1,123人 1,600人 子ども青少年課 目標4 4.2 78

29 学童クラブ保留児数 16人 14人 12人 8人 子ども青少年課 目標4 4.1 78

30
一体型の運営を行う学童クラブ

及び放課後子ども教室の設置数
5か所 5か所 6か所 6か所

文化振興課

子ども青少年課
目標4 4.7 78

３　高齢者福祉 31 お互いさまサロンの設置数 50か所 60か所 62か所 70か所 高齢福祉課 目標11 11.7 83

32 地域生活移行者数 1人 1人 1人 8人以上 障害福祉課 目標3 3.c 88

33 一般就労移行者数 46人／年 17人／年 17人／年 55人／年 障害福祉課 目標8 8.5 88

34 就労移行支援利用者数 26人／年 27人／年 43人／年 32人／年 障害福祉課 目標8 8.5 88

35
児童発達支援事業所

ちいろば教室の登録者数
7人 12人 15人 10人 子ども青少年課 目標4 4.2 88

36
就労支援を受けた

生活保護受給者の就労件数
57件／年 38件／年 28件／年 68件／年 生活福祉課 目標8 8.5 92

37
将来の夢が「ある」と回答した

児童・生徒の割合

小5：77.1%

中2：57.9%
調査実施なし 調査実施なし

小5：80.0%

中2：62.0%
福祉総務課 目標1 1.2 92

第３節　暮らし　（掲載ページ：９３～９８）

R3 R4 R5 R6 R7

１　消費生活 38 消費者教育講座の参加者数 66人／年 0人／年 21人／年 100人／年 協働推進課 目標12 12.1 95

39
ウィメンズチャレンジプロジェクト

のセミナー参加者数
705人 346人 752人 750人 協働推進課 目標5 5.b 98

40
企業誘致制度を活用した

企業誘致による新規就労者数
0人 0人 0人 10人 産業観光課 目標8 8.3 98

目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

２　子ども・子育て支援

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

達成状況
目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

４　障害者福祉

５　生活支援

項目 No. 指標の名称 現況

２　雇用
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第３章　安全で快適なまちづくり

第１節　安全・安心　（掲載ページ：１０１～１１９）

R3 R4 R5 R6 R7

41 木造住宅耐震診断の助成件数 0件／年 0件／年 0件／年 10件／年 産業観光課 目標11 11.b 109

42 自主防災組織の結成数 32団体 33団体 34団体 37団体 防災安全課 目標11 11.b 109

43 消防団員数（定数210人） 191人 190人 185人 210人 防災安全課 目標11 11.b 112

44
震災時の消防水利（防火水槽）

のメッシュ充足率
231／303 231／303 231／303 237／303 防災安全課 目標11 11.b 112

45 夏期交通防犯映画会協力団体数 13団体 未実施 未実施 18団体 防災安全課 目標3 3.6 116

46 高齢者を対象とする交通安全啓発事業数 2事業 未実施 2事業 4事業 防災安全課 目標3 3.6 116

47 自主防犯組織の結成団体数 13団体 13団体 11団体 20団体 防災安全課 目標16 16.1 119

48 犯罪認知件数 458件／年 321件／年 383件／年 412件／年 防災安全課 目標16 16.1 119

49 子ども安全ボランティアの登録者数 300人 321人 217人 400人 教育総務課 目標16 16.2 119

50 自動通話録音機の無償貸与台数 0台 193台 243台 250台 防災安全課 目標16 16.4 119

第２節　都市基盤　（掲載ページ：１２０～１３９）

R3 R4 R5 R6 R7

１　都市づくり 51 都市核地区土地区画整理事業の進捗率 70.0% 84.6% 78.9％ 100% 区画整理課 目標11 11.3 124

52 狭あい道路の割合（延長） 48.7% 48.4% 48.3% 45.0%以下 道路下水道課 目標11 11.3 129

53 主要市道１２号線拡幅整備事業の進捗 実施中 実施中 実施中 完了 道路下水道課 目標11 11.3 129

３　住宅・宅地 54 障害者グループホームの入所者数 6人／年 5人／年 9人／年 7人／年 障害福祉課 目標11 11.3 133

４　下水道 55 下水道管きょの点検調査実施率 0% 9.9% 9.9% 25% 道路下水道課 目標6 6.2 136

56 ごみの発生抑制（市民一人当たりの排出量） 785g／人日 772g／人日 742g／人日 660g／人日 ごみ対策課 目標12 12.5 139

57 ごみのリサイクル率 32.5% 34.7% 35.4% 37.6% ごみ対策課 目標12 12.5 139

第３節　地域交通　（掲載ページ：１４０～１４６）

R3 R4 R5 R6 R7

１　モノレール推進 58
多摩都市モノレールの

延伸に係る事業の推進
推進 推進 推進 推進

交通企画・

モノレール推進課
目標11 11.2 141

59
市内循環バス１便当たりの

年平均輸送人員
5人 4人 5人 6人

交通企画・

モノレール推進課
目標11 11.2 144

60 乗合タクシーの利用者数 3,498人 3,774人 11,156人 4,500人
交通企画・

モノレール推進課
目標11 11.2 144

SDGｓターゲット 計画ページ数

１　災害対策

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

２　消防体制

３　交通安全

４　防犯対策

項目 No. 指標の名称

目標 所管課 SDGｓゴール

計画ページ数

２　道路

５　廃棄物処理とリサイクル

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

目標 所管課

現況
達成状況

目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット

SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

２　地域交通
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第４章　誰もが学び活躍できるまちづくり

第１節　人権　（掲載ページ：１４９～１５６）

R3 R4 R5 R6 R7

１　人権・平和 61 性の多様性に関する理解の促進事業 ー 実施 実施 実施 協働推進課 目標4 4.7 152

62 審議会等への女性の参画率 31.9% 33.1% 33.9% 40.0%
協働推進課

企画政策課
目標5 5.5 156

63 男性市職員の育児休業取得率 10.5% 36.6% 41.5% 15.0% 職員課 目標5 5.4 156

64
ワーク・ライフ・バランス

推進事業所の認定件数
ー 累計7件 累計11件 累計5件 協働推進課 目標5 5.a 156

第２節　教育　（掲載ページ：１５７～１７６）

R3 R4 R5 R6 R7

65
高校進学に際して第一志望校へ

合格する割合
83.2% 92.2% 86.6% 85.0% 教育指導課 目標4 4.1 166

66 中学校３年生の英語検定受験率 40.6% 37.9% 31.3% 60.0% 教育指導課 目標4 4.1 166

67
市立小・中学校のトイレ環境整備

達成割合
89.0% 100% 100％ 100% 教育総務課 目標4 4.a 166

68
市立小・中学校における自閉症・

情緒障害特別支援学級の整備
検討 検討 準備 整備 教育指導課 目標4 4.5 166

69
学校給食における地元産の

野菜・果物の使用量
5kg 5.77kg 6.03kg 維持 学校給食課 目標4 4.1 166

70
学校給食における地元産野菜・

果物等の使用品目数
19品目 20品目 21品目 22品目 学校給食課 目標4 4.1 166

71 出前講座の講座数 67講座 67講座 67講座 70講座 文化振興課 目標4 4.7 171

72 郷土・行政資料の所蔵数 2,927冊 3,767冊 3,850冊 4,000冊 図書館 目標4 4.7 171

73 おはなしの会の開催回数 108回／年 25回／年 99回／年 144回／年 図書館 目標4 4.2 171

74 公民館講座の定員に対する受講割合 79.5% 75.1% 81.0% 90.0% 文化振興課 目標4 4.7 171

75 スポーツ少年団登録団体数 3団体 2団体 4団体 6団体 スポーツ振興課 目標17 17.17 176

76 総合型地域スポーツクラブ会員数 164人 122人 171人 380人 スポーツ振興課 目標17 17.17 176

第３節　文化　（掲載ページ：１７７～１８４）

R3 R4 R5 R6 R7

１　市民文化 77 市民会館利用者数 177,200人／年 74,110人／年 147,951人／年 205,000人／年 文化振興課 目標17 17.17 178

78 歴史民俗資料館利用者数 7,931人 5,423人 6,105人 12,000人 文化振興課 目標11 11.4 182

79 歴史散策コースマップ販売冊数 70冊 126冊 37冊 150冊 文化振興課 目標11 11.4 182

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

目標

目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

１　学校教育

所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

２　男女共同参画

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

達成状況
目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

２　生涯学習

３　スポーツ・レクリエーション

項目 No. 指標の名称 現況

２　伝統文化・文化財
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第５章　地域の特色をいかした自然と調和するまちづくり

第１節　産業　（掲載ページ：１８７～２０１）

R3 R4 R5 R6 R7

80 経営耕地面積 10,400a 10,400a 10,400a 維持 産業観光課 目標2 2.3 191

81 新規就農者数の累計 1人 2人 4人 7人 産業観光課 目標2 2.3 191

82 認定農業者数 41経営体 40経営体 38経営体 46経営体 産業観光課 目標2 2.3 191

83 体験型市民農園設置数 2か所 ２か所 ２か所 3か所 産業観光課 目標2 2.3 191

84 援農ボランティア登録者数 16人 14人 16人 30人 産業観光課 目標2 2.3 191

85 空き店舗を活用した事業数 0事業 0事業 0事業 2事業 産業観光課 目標9 9.b 197

86 創業支援制度を利用した創業者数 6人 5人 13人 21人 産業観光課 目標9 9.b 197

87 「産業振興ビジョン」の策定 ー 策定 策定 策定 産業観光課 目標9 9.b 197

88 地域ブランド認証商品数 10品目 10品目 10品目 15品目 産業観光課 目標9 9.b 197

３　観光 89 村山温泉「かたくりの湯」の入場者数 155,744人／年 90,620人／年 147,648人／年 205,000人／年 産業観光課 目標8 8.9 201

第２節　景観　（掲載ページ：２０２～２０６）

R3 R4 R5 R6 R7

１　都市景観 90
地区計画及び地区まちづくり計画

の策定地区数
10地区 12地区 12地区 12地区 都市計画課 目標11 11.a 203

２　水と緑のネットワーク 91 親水緑地広場の箇所数 7か所 7か所 7か所 8か所 環境課 目標11 11.7 206

第３節　環境　（掲載ページ：２０７～２２０）

R3 R4 R5 R6 R7

１　自然環境 92 地目別土地利用面積「山林」の割合 10.0% 10.0％ 10.0％ 維持
環境課

都市計画課
目標15 15.2 209

93 公園・緑地等ボランティア登録者数 148人 147人 150人 維持 環境課 目標17 17.17 213

94 地目別「山林」面積 154ha 154ha 154ha 維持
環境課

都市計画課
目標15 15.2 213

95 公用車における低公害車の導入割合 47.7% 53.9% 55.5% 60.0%
総務契約課

関係各課
目標13 13.3 215

96 新エネルギー利用機器等の助成件数 25件／年 6件／年 6件／年 30件／年 産業観光課 目標13 13.3 215

97 エコ住宅化の助成件数 63件／年 101件／年 71件／年 70件／年 産業観光課 目標13 13.3 215

98
環境基本計画に基づく環境指標・環境施策

に対する評価のうち、ＡとＢの割合
89.2% 83.7% 83.7% 90.0% 環境課 目標11 11.6 220

99 環境美化に関するパトロールの実施回数 22回 0回 0回 24回以上 環境課 目標11 11.6 220

SDGｓターゲット 計画ページ数

１　農業

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

２　商・工業

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

目標 所管課 SDGｓゴール

目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

２　公園・緑地

目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

３　地球温暖化対策

４　公害対策・環境美化
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第６章　計画の推進に向けて

第１節　行政運営　（掲載ページ：２２３～２２８）

R3 R4 R5 R6 R7

100
職員提案制度で採用・趣旨採用

となった提案件数
1件／年 3件／年 7件／年 5件／年 企画政策課 目標8 8.2 228

101 電子申請ができる手続の件数 19件 27件 93件 50件 デジタル推進課 目標16 16.6 228

第２節　財政運営　（掲載ページ：２２９～２３２）

R3 R4 R5 R6 R7

財政運営 102 市税収納率(現年度分＋滞納繰越分) 98.0% 98.5％ 98.5% 98.6% 収納課 目標17 17.1 232

第３節　広域行政　（掲載ページ：２３３～２３４）

R3 R4 R5 R6 R7

広域行政 103 図書館の市外利用者への貸し出し冊数 17,394冊 12,458冊 11,753冊 20,000冊 図書館 目標17 17.17 234

達成状況
目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数項目 No. 指標の名称 現況

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

行政運営

項目 No. 指標の名称 現況
達成状況

目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数

目標 所管課 SDGｓゴール SDGｓターゲット 計画ページ数
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２　成果指標進捗状況

指標の名称 現状と課題 主な取組状況 令和５年度以降の予定・計画 現況 R4 目標(R7) 所管課 掲載ページ

1 自治会加入率

市民の価値観や生活様式の変化等により自治会の加入

率が減少している。

地域と連携して地域の課題を解決していくために、地

域力の向上を図る必要がある。

自治会連合会の取組として、東京都の「地域の底力発

展事業助成」を活用し、先進的な取組を行った自治会の

取材を行い、その取組を記事にして各自治会に紹介する

ことで、他の自治会への情報提供を行った。

引き続き、東京都の「地域の底力発展事業助成」の活用例等を自治会に紹介し、自

治会の活性化を促す。

自治会の活性化により、非自治会員に自治会について興味を持ってもらうことで、

自治会への加入を促し、地域コミュニティの形成促進を図る。
27.2% 25.5％ 30.0% 協働推進課 35

2 認可地縁団体数

平成４年度から平成30年度までの間に、11自治会が

認可地縁団体の登録をしている。

認可地縁団体になると、集会所等の不動産を所有移転

登記することが可能となり、権利関係を明確にすること

ができるだけでなく、安定して使用することができる。

現在、認可地縁団体に未登録の状態で、集会所を所有

者多数で所有している団体が４自治会あり、認可地縁団

体への移行の意思がある時には、支援が必要である。

　特になし。 認可地縁団体に未登録の状態で、集会所を所有者多数で所有している４自治会から

認可地縁団体への移行の意思があった時には、支援を行う。

11団体 11団体 13団体 協働推進課 35

3 ホームページの外国語翻訳回数

　市内に在住している外国人が、地域の中で安心して暮

らせるよう、市の情報を身近に得ることができるホーム

ページを英語、韓国語、中国語（簡体）、中国語（繁

対）、ベトナム語の翻訳サービスを実施している。

　各言語への翻訳サービスを提供した。 　引き続き、各言語への翻訳サービスの提供を実施していく。

月平均110.4回 月平均153.6回 月平均140.0回 秘書広報課 38

4 多文化共生推進事業協力員数

　市役所及び会計年度任用職員の中から、外国語を話せ

る職員を登録し、必要とする窓口等で一時的に通訳業務

を行っている。

　潜在が想定できる、積極的な登録を躊躇している職員

の協力を得ていく必要がある。

　新規採用された職員に対し、多文化共生推進事業協力

員の説明を行い、登録を呼びかけた。

　新規採用職員への登録募集を継続しつつ、その他の職員にも参加を促す。

7人 10人 10人 協働推進課 38

5 市ホームページアクセス数

　市民サービス向上と市政への理解を深めてもらうた

め、利用者のニーズに沿った市政情報、行政サービス情

報、イベント・募集等の情報の迅速な提供を行うととも

に、全ての利用者に使いやすく分かりやすい運営を行っ

ている。

　各課と連携し、迅速な情報提供に努めた。

　また、利用者が知りたい情報にたどり着きやすいよ

う、ページの整理等を行った。

　引き続き、各課との連携による迅速な情報提供や、ページの整理等を実施してい

く。

341,995件／年 478,999件/年 500,000件／年 秘書広報課 41

6
市公式フェイスブックページ

「いいね！」件数

　フェイスブックについては、防災安全課、産業観光課

等の一部の課を除き、原則、秘書広報課が各課からの依

頼のあった記事を投稿している。全庁的に旬な情報を積

極的に投稿していく必要がある。

　また、一目で趣旨が分かる投稿を心掛ける必要があ

る。

　各課と連携し、分かりやすい文章での発信に努めた。 　引き続き、各課と連携し、分かりやすい文章での発信を実施していく。

885件 1,013件 1,250件 秘書広報課 41

7 市公式ツイッター「フォロワー」件数

　ツイッターについては、各担当課が投稿している。全

庁的に旬な情報を積極的に投稿していく必要がある。

　また、一目で趣旨が分かる投稿を心掛ける必要があ

る。

　各課と連携し、分かりやすい文章での発信に努めた。 　引き続き、各課と連携し、分かりやすい文章での発信を実施していく。

3,170件 4,230件 4,500件 秘書広報課 41
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指標の名称 現状と課題 主な取組状況 令和５年度以降の予定・計画 現況 R4 目標(R7) 所管課 掲載ページ

8
情報提供サービス登録者数

（犯罪情報、災害情報、市政情報）

　電子メールを利用して不審者等に関する犯罪情報、火

災発生等の災害情報、市のイベント等の市政情報を配信

しており、サービスの周知を図る必要がある。

　各課と連携し、分かりやすい文章での発信に努めた。 　引き続き、各課と連携し、分かりやすい文章での発信を実施していくとともに、登

録者数の適正な管理のため、定期的に配信エラーが出ているアドレスを削除してい

く。

4,561件 3,894件 6,000件 秘書広報課 41

9 協働事業提案制度の提案団体数

　協働事業提案制度をより実効性の高い制度にするよう

努めるとともに、市として協働を更に推進するための方

策を検討する必要がある。

武蔵村山市市民協働推進会議において、令和５年度に

実施する事業の提案を募集し、協働型事業２団体、団体

育成型事業３団体の提案が出され、協働型事業１団体が

辞退し、協働型事業１団体、団体育成型事業３団体が採

択された。

令和６年度に実施する事業の提案募集を休止し、武蔵村山市市民協働推進会議にお

いて、今後の協働事業提案制度について審議し、見直しを図る。

累計10団体

（H27~R1）
累計10団体

累計15団体

（R3～R7）
協働推進課 44

10 各種審議会等における公募委員の割合

　各種審議会等においては、基本的に任期の途中で委員

を変更することがないため、どのように公募委員の割合

の増加を図るかが課題となっている。

　現在の各種審議会等における公募委員の割合について

は、公募委員の参画がなじまないような行政委員会も含

めて算出しているため、令和４年度に調査を実施し状況

を整理した。その結果、公募委員の参画を可能と回答し

た審議会等における公募委員の割合は13.3%であった。

　令和５年度に公募委員無作為抽出制度に係る公募委員候補者名簿の更新を予定して

おり、名簿更新時の周知の際に、公募委員の参画を可能としていながら公募委員を参

画させていない審議会等の所管課を中心に、積極的に公募委員の活用を図るよう周知

していく。
4.7% 5.3％ 25.0% 企画政策課 44

11 各種がん検診の受診者数

　胃・大腸・肺、子宮・乳のセット検診を導入し、同日

中に複数の検診を実施できるよう工夫している。

　また、平日の他、土・日曜日に検診を実施し受診率の

向上を図っている。申し込み期間を２～３週間とし、申

し込み機会の拡充をしている。

　各種検診の情報については市ホームページや市報に掲

載した。普及啓発として、デジタルサイネージ、コミュ

ニティビジョンで動画を放映した。

　また、申し込み方法は窓口申請、ハガキ、電子申請の

３種類とし、電子申請においては令和４年度より入力方

法を簡易化した。

　引き続き、デジタルサイネージ等を利用した普及啓発を実施していく。子宮・乳が

んセット検診においては、令和４年度まではお伊勢の森分室１箇所のみであったが、

令和５年度より市内公共施設４箇所で実施する。

　また、子宮がん検診は、実施医療機関を３箇所から、女医の診察可能な３箇所を増

やし、６箇所へ拡充して受診率向上を図る。
6,922人／年 6,237人／年 8,000人／年 健康推進課 50

12 健康教室の参加者数

　健康の増進に関する正しい知識を普及するため、各種

教室を開催しているが、参加者が固定化されており、新

たな参加者の掘り起こしが現在の課題となっている。

　「いきいきリズム体操」「肩こり腰痛予防教室」

「ウォーキング教室」「ゆがみ解消ヨガ体操教室」「ピ

ラティス教室」「健康寿命をのばそう教室」「骨粗しょ

う症予防教室」を開催した。

　「肩こり腰痛予防教室」「ゆがみ解消ヨガ体操教室」

においては、夜間帯にそれぞれ１回ずつ開催した。

　引き続き、夜間帯の教室を年間３回実施する。なお、そのうち２回は土曜日に開催

予定である。

　イオンモール共催の健康フェアにおいて、がん検診と合わせて健康教室の普及啓発

も行う予定である。

　また、今後、新たに「女性の健康づくり教室」を開催予定である。
164人／年 151人／年 304人／年 健康推進課 50

13 ゲートキーパーの養成数（累計）

　これまで、市職員、市民向けに実施していたものを、

令和２年度より関係機関向けに実施し、対象者特有の気

づきポイントや声かけ方法について研修を実施してい

る。より多くの方に受講していただくため、今後の実施

方法や研修対象者について検討する必要がある。

　令和４年度は、市内小・中・高校の養護教諭向けに教

育指導課と共催で「子どものこころの支え方」をテーマ

に実施した。研修内容について88%の参加者が「大変有

意義・有意義」と回答しており、今後の業務に活用でき

るかについては100%が「活用できる・大いに活用でき

る」と回答していた。

　令和５年度は、職員課共催で市役所職員を対象に習熟度・分野に応じた幅のある研

修を企画する。令和６年度には受講した職員へ修了証を配布予定である。

266人 316人 430人 健康推進課 50

14 応急手当普及員資格取得者数

　現在は消防団女性部の団員が中心となって取得してい

るため、男性団員の取得も並行して推進していく必要が

ある。

　普通救命講習及び上級救命講習を開催し、普及員取得

を推進していく。

　女性消防団の確保に向けた取組を強化し、令和５年度は１名の女性団員の受講を予

定ている。並行して男性団員からの受講も推進していく。

7人 5人 25人 防災安全課 54
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指標の名称 現状と課題 主な取組状況 令和５年度以降の予定・計画 現況 R4 目標(R7) 所管課 掲載ページ

15 予防接種、結核検診の実施者数

　感染症予防のため、各種予防接種を実施するととも

に、感染症に対する正しい情報の普及啓発に努めてい

る。

　なお、令和３年度と比較して、麻しん風しん予防接種

の接種率が低下している。

　各種予防接種の情報について、市ホームページに掲載

するとともに、予防接種の時期にあわせ、対象者に予診

票を送付した。

　また、乳幼児の生年月日を登録し、自動で接種スケ

ジュールを作成する「子ども・子育て応援ナビ」の普及

啓発に努めた。

　令和５年度より、新たに帯状疱疹ワクチン予防接種の一部費用助成が開始されるこ

とから、市報等周知に努める。

　また、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種に新たに９価ワクチンが接種できる

ようになるため、市報、ホームページ、子ども・子育て応援ナビのお知らせに掲載す

るなど周知に努める。

　さらに、麻しん風しん予防接種の接種率向上に向けて、今年度も就学時健診にチラ

シを同封するほか、「子ども・子育て応援ナビ」のお知らせを活用し、定期的に発信

する。

20,488人／年 24,225人／年 24,000人／年 健康推進課 54

16 特定健康診査受診率

　生活習慣病患者が多く、その医療費も高額となってい

る。特定健康診査未受診者の生活習慣病に係る医療費

が、受診者と比較して高額となる傾向がある。

　前年度の効果検証等を踏まえて、受診勧奨通知を送付

した。

　また、40歳で新たに特定健診の対象者となった方への

はがきによる受診勧奨や、市職員による電話勧奨等を実

施した。その他、市独自で作成したポスター等を実施医

療機関、商店等に掲示し、事業の周知を図った。

　若い世代の受診率向上が必要であるため、引き続き普及啓発や受診勧奨等の実施方

法を工夫していく。

　令和５年度は、健診のWebページを作成し、医療機関への受診予約にスムーズにつ

ながるよう工夫する。

　また、SMS（ショートメッセージサービス）を活用した受診勧奨を実施する。
45.2% 47.0% 60.0% 健康推進課 60

17 後発医薬品の利用率

　第二期データヘルス計画における目標値及び厚生労働

省が閣議決定した数量シェアの目標値を達成した。

　後発医薬品については周知啓発が進み、勧奨について

も一定の効果が認められている。

　先発医薬品との差額が100円以上を見込める対象者へ

差額通知書を年４回送付したほか、サポートデスクを設

置した。

　また、「ジェネリック医薬品希望シール」を機会を捉

え配布し、利用促進を図った。

　引き続き、先発医薬品との差額が100円以上を見込める対象者へ差額通知書を送付

するとともに、サポートデスクを設置する。

　また、「ジェネリック医薬品希望シール」を機会を捉え配布し、利用促進を図る。

83.8% 84.6% 85%以上 保険年金課 60

18
高齢者の保健事業と介護予防の

一体的な実施

　糖尿病性腎症等重症化予防事業について、引き続き、

地域や年齢、性別等が偏ることなく実施していく。

　また、今後も対象者が参加しやすいよう、分かりやす

い通知や安心して参加できる勧奨方法を検討していく。

口腔機能向上・低栄養防止事業について、従事する職員

体制の確保及び効果的な評価方法の検討が必要である。

　また、日頃から積極的に活動を行っている通いの場以

外の通いの場へ訪問を行い、事業の啓発に努めるほか、

通いの場に参加していない高齢者に対するアプローチを

検討する。

〇 糖尿病性腎症等重症化予防事業を実施

望者23名、保健指導最終完了者21名

する受診勧奨：対象者１名

象者４名、受診者３名

〇 口腔機能向上・低栄養防止事業を実施

延べ161人

加者が自主的に口腔機能改善を目指すと回答

〇 糖尿病性腎症等重症化予防事業を実施

・ 令和４年度において後期高齢者医療制度の保健指導参加者に対する継続支援

・ 国民健康保険制度において糖尿病性腎症重症化予防の保健指導を受けた高齢者に対

する継続支援

〇 口腔機能向上・低栄養防止事業を実施

・ 歯科医師会や地域包括支援センターなどと連携を図りながら、日常生活圏域ごとに

２か所、計８か所へ通いの場を拡大し、当該事業を実施する。

未実施 実施 実施

保険年金課

高齢福祉課

健康推進課

60

19 福祉サービス第三者評価助成事業の実施

　高齢福祉課及び障害福祉課所管の福祉サービス事業所

に対して第三者評価の受審を促し、受審費用の全部また

は一部を補助している。

　子ども青少年課においては、市内13園及び小規模保育

所１園と認証保育所１園を対象に最低３年に１回第三者

評価の受審を勧奨している。

　高齢福祉課及び障害福祉課においては、所管の福祉

サービス事業所に対し、受審費用の全部または一部を補

助した。

　子ども青少年課においては、令和4年度に実施する聖

光三ツ藤保育園、聖光緑が丘保育園、つむぎ保育園のう

ち、令和２年度にも実施しているつむぎ保育園を除く２

園に補助金を交付した。

　引き続き第三者評価の受審を促し福祉サービスの質の向上に努めていく。

　なお、高齢福祉課所管の福祉サービス事業所においては、グループホーム３箇所、

小規模多機能型居宅介護１箇所、地域密着型介護老人福祉施設１箇所で実施を予定し

ている。

　また、子ども青少年課においては、みらい保育園、あゆみ保育園、ひまわり保育

園、めぐみ保育園、れんげ武蔵保育園、まどか保育園の６園で実施を予定している。

実施中 実施中 充実

高齢福祉課

障害福祉課

子ども青少年課

66

20 妊娠届出者に対する面接率

　令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

による影響が懸念されたが、妊娠届出者に対する面接率

は100%を維持した。

　妊娠・出産についての相談の実施や子育て支援サービ

スの提供を行うため、妊娠届出者に対して、保健師が面

接を行った。

　令和４年度妊娠届出者数　347人

　引き続き、面接率100％を維持し、妊娠届出者に対する相談や情報提供を行う。

100% 100% 維持 子ども子育て支援課 78

21 認可保育所の入所待機児童数

　令和4年度より新定義で待機児童0人となっている。こ

れは、近年新生児の入所申込み件数が減少傾向にあるこ

とが原因の１つと考えられる。

　また、各保育所では保育士の確保が困難な状況が続い

ている。これは本市のみではなく、他市でも起こってい

る事象である。

　保育所に弾力的な運用による受入れ態勢の確保を要請

した。

　また、保育士を確保するため、保育士の処遇改善、保

育士等採用や宿舎借上補助及び派遣業者等を活用して保

育従事者を採用する場合の経費の補助を実施した。

　国の補助制度を活用した処遇改善などにより一層の保育士確保に努めていく。

　また、入所が保留となった方に対して、より丁寧な保育所の空き情報の提供等に努

めていく。

54人 12人 0人 子ども青少年課 78
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22 延長保育の実施保育所数

　法人の子育てに対する理念（地域、家庭、保育所で育

てる）に基づく未実施の保育所が２か所ある。

　保育所11か所で実施している。（２時間延長３か所含

む。）

　２時間の延長保育事業については、コロナ禍では利用者の減少も見られることか

ら、今後の状況により、延長保育事業の在り方について検討する必要がある。

11か所 11か所 13か所 子ども青少年課 78

23 病児保育の延べ利用人数

　本事業については、その時期の感染症その他の疾病の

り患状況等により、利用対象者が大きく変動するという

傾向があり、事業の周知を進めたとしても、必ずしも利

用者数の増加につながるわけではないものである。

　感染症対策を行い、平時と同様の利用形態を維持し

た。

　令和５年度は、市民だけではなく、保育所等に対しても周知を図る。

396人 296人 500人 子ども子育て支援課 78

24 ショートステイの延べ利用日数

　本事業は、保護者が家庭において児童を養育すること

が一時的に困難となった場合等に、児童の養育及び保護

を行うことにより、児童虐待の予防などに一定の効果を

挙げている。一方で、ひとり親家庭の増加等による子育

て家庭を取り巻く環境の変化に伴い需要の拡大が予想さ

れる中、本事業の利用を真に必要とする家庭の潜在的な

ニーズをいかに把握して支援に結び付けていくかが課題

となっている。

　真に支援を必要とする家庭に対して、子どもショート

ステイ事業を適切につなげるため、子供家庭支援セン

ター相談員に対して事業内容、利用条件等を適宜指導し

た。

　また、ＩＣＴ化の一環として、東京都共同電子申請・

届出サービスによる電子申請システムが利用できる基盤

を整備した。

　令和５年度には、東京都共同電子申請・届出サービスによる電子申請システムか

ら、本市が進めるLogoフォームシステムへ移行し、より利用者サービスの向上を目指

すとともに、子ども家庭支援機能を活用し、本事業の利用を真に必要とする家庭の潜

在的なニーズを適切に把握して支援に結び付ける。

148日 132日 150日 子ども子育て支援課 78

25 子ども食堂の実施数

　子ども食堂については、市内の民間団体等が、本市の

子ども子育て施策の理解のもと、主体的・積極的に開

設・運営しているものである。

　課題について、現在開設されている子ども食堂は、市

内東部地域に多く存在し、西部地域には少ないため、子

ども食堂の実施数はもとより、地域差の縮小を行うこと

にあると考えている。

　子ども食堂の安定的・継続的な運営を図るため、補助

金を交付している。

　また、令和４年度については、東京都子供家庭支援区

市町村包括補助事業を活用し、子ども食堂の開設又は設

備増強に係る経費についても補助対象としている。

　引き続き、子ども食堂の安定的・継続的な運営を図るため、補助金の交付を行うと

ともに、適宜子ども食堂運営者の意見を聞くために、連絡会等を開催する。

3か所 5か所 5か所 子ども子育て支援課 78

26
ファミリー・サポート・センター事業の

延べ利用件数

　令和４年度については、引き続きコロナ禍の影響のも

と、利用件数が低迷していたことに加え、サポーター

（支援者）側も受託することに抑制的である傾向にあっ

た。

　また、慢性的なサポーター（支援者）不足もあり、需

給ギャップがみられている。

　サポーター不足解消やサポーターの質の向上を目指

し、令和４年度は２回、本事業に係る説明会・講習会を

開催した。

　また、ファミリー会員（受援者）とサポーターを適切

にマッチングするために、試験的に専任の担当者を置い

た。

　引き続き、本事業に係る説明会・講習会を開催し、サポーター不足解消やサポー

ターの質の向上を図る。

364件 296件 500件 子ども子育て支援課 78

27 育児支援ヘルパー派遣事業利用世帯数

　令和４年度については、引き続きコロナ禍の影響もあ

り、利用世帯数が低迷した。

　母子健康手帳交付時に、妊婦全員に対して本事業の周

知を図っていることに加え、子ども家庭支援機能を活用

し、本事業の利用を必要とする妊婦に対して、必要に応

じて利用を勧奨している。

　引き続き、母子健康手帳交付時に、妊婦全員に対して本事業の周知を図ることに加

え、子ども家庭支援機能を活用し、本事業の利用を必要とする妊婦に対して、必要に

応じて積極的に利用を勧奨する。

7世帯 4世帯 10世帯 子ども子育て支援課 78

28 児童館親子ひろば利用者数

　令和4年度も新型コロナウイルス感染症対策を講じな

がら開催しているなかで、参加人数は回復傾向ではある

が、制限を全面的に撤廃していないことが課題である。

　歌遊びや絵本の読み聞かせなどを行いながら、交流や

子育て相談ができる児童館親子ひろば事業を実施してい

る。

参加人数　1,123名　合計　48回

（みんなであそぼう：22回）

（絵本読み聞かせ　：26回）

　新型コロナウイルス感染症等の対策を講じながらの開催になるが、再度周知しなが

ら参加人数の増加を目指し、内容等を見直しながら、乳幼児及びその保護者が安心

し、楽しく過ごせる工夫をしていく。

1,355人 1,123人 1,600人 子ども青少年課 78
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29 学童クラブ保留児数

　令和４年度当初の保留児は12名であったが、令和4年

９月には０名となり、保留児は解消された。

　しかし、新１年生と４年生以上の入所希望者が増えて

おり、在籍児童数が年々増加傾向にある。

　学童クラブ設置条例施行規則(第３条第２項)に基づ

き、定員の２割まで受け入れる弾力的運用を行っている

が、保留児となった場合には、児童館ランドセル来館事

業で対応している。

　令和５年度当初は保留児が初めて０人であったが、引き続き弾力的運用により保留

児の解消に努めていく。

16人 12人 8人 子ども青少年課 78

30
一体型の運営を行う学童クラブ

及び放課後子ども教室の設置数

　学童クラブの児童と放課後子供教室の児童が同じ活動

場所で、同一のプログラムに参加できる一体型の事業に

ついては、学童クラブが学校敷地内に設置してある全６

校で実施を調整したが、新型コロナウイルスの感染予防

の観点から、令和２、３年と同様に令和４年度も実施を

見送った。

　放課後子供教室においては、参加者が多く活動自体の

維持が難しい学校もある中、一体型事業では、活動場所

や児童の安全・安心を確保できるのかが課題となる。

　放課後子供教室が、令和４年９月より市内の小学校全

校（９校）で実施することができたことから、学童クラ

ブが学校敷地内に設置してある全６校で実施できるよう

調整を行った。

　令和４年度に実施の調整ができている６校で一体型事業を行えるよう、実施内容や

安全対策などについて、学童クラブ及び放課後子供教室で調整・検討を行い、段階を

踏んで実施していく予定である。

5か所 6か所 6か所
文化振興課

子ども青少年課
78

31 お互いさまサロンの設置数

　サロン数については増加傾向にあるが、伸び率につい

ては低減しているため、生活支援コーディネーターと連

携を図り、サロン活動の周知及び立上げの支援をより一

層強化する必要がある。

　介護予防や多世代間の交流等を目的としたお互いさま

サロンづくりのため、設置・運営を行う団体に対し、財

政的な支援を行った。

　また、各地域包括支援センターにおいては、地域住民

に対してサロン設置・運営に係る技術的な支援を行っ

た。

　引き続き、目標達成に向けお互いさまサロンの設置及び運営を支援し、更なる充実

を図る。

50か所 62か所 70か所 高齢福祉課 83

32 地域生活移行者数

　障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、施設入所者や退院可能とされる精神

障害者に対して、グループホームの入所者支援等、地域

生活への移行促進に努めているが、退院促進コーディ

ネートを推進していくことが必要である。

　地域生活移行対象者１人に対し、適正な援護を実施し

た。

　障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、引続き、

施設入所者や退院可能とされる精神障害者に対して、グループホームの入所者支援

等、地域生活への移行促進に努める。

1人 1人 8人以上 障害福祉課 88

33 一般就労移行者数

　障害者一人一人が、個々の障害の特性に応じた支援を

受けながら、円滑に就労を開始・継続できるようこれま

でも障害者就労支援センターを核として、伴走型の就労

支援に取り組んでおり、今後もきめ細やかなサポートを

継続する必要がある。

　障害者に対する個別給付としての就労移行支援や就労

継続支援のサービスに加え、障害者就労支援センターと

連携し、障害者のための就労準備に関する研修会の開催

や実際に就労している職場訪問を実施し、障害者の就労

意欲の向上を図った。

　また、自立支援協議会就労支援部会を活用し、関係機

関の連携強化を図った。

　障害者就労支援センターにおいて、障害者雇用に取り組む企業への働きかけを継続

するとともに、地域において新たに障害者雇用に取り組む企業等の新規開拓を更に強

化する。

46人／年 17人／年 55人／年 障害福祉課 88

34 就労移行支援利用者数

　一般企業等への就労を希望する障害のある人に対し、

就労に必要な知識及び能力の向上の支援等を行い、自立

と社会参加の促進を図るとともに、障害者への就労支援

相談等の実施を更に周知する必要がある。

　障害者就労支援センターにおいて、福祉施設等との連

携強化により、頻繁に訪問するなど、就職希望者の掘り

起こしや意識改革の働きかけ等を図った。

　また、令和４年度は当該センターが障害者就労支度金

申請を受け付け、周知に繋げることができた。

　障害者就労支援センターによる市内福祉施設等への訪問を継続をするとともに、コ

ロナ前の規模に拡大したインターンシップや、集会式によるソーシャルスキルアップ

研修等を実施することで、周知を図り、地域に向けて情報発信・ネットワーク構築を

推進する。
26人／年 43人／年 32人／年 障害福祉課 88

35
児童発達支援事業所

ちいろば教室の登録者数

　令和４年度の在籍数は12人となり、目標数以上である

が、児童一人一人の障害が異なるため、それぞれに合わ

せた療育支援を行えるよう努めている。

　在籍人数の増加に伴い、職員数の不足を感じている。

　１日の受入定員である10人を受け入れる曜日が増えて

おり、送迎バス運行が１便で不足する日は、２便で運行

している。

　令和５年度は、１日の受入定員である10人を受け入れる曜日が週４日に増加する。

7人 15人 10人 子ども青少年課 88
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36
就労支援を受けた

生活保護受給者の就労件数

　全ての生活困窮者及び被保護者が、就労して自立する

ため社会生活を身に付け自立を目指すものである。な

お、支援対象者の引きこもり等が長期間であった場合

は、長期にわたり各自立支援が必要である。

　支援対象者の適正等を考慮し、ハローワーク等を活用

して、就労の支援を行う。

　また、早急な自立が困難な支援対象者は、就労準備支

援事業により、自立への支援を行う。

　就労自立支援を活用し、支援対象者が就労のための基礎能力を身につけ安定的な就

労に就き、自立を図るため、「生活自立支援」、「社会自立支援」、「就労自立支

援」を適切に行う。

57件／年 28件／年 68件／年 生活福祉課 92

37
将来の夢が「ある」と回答した

児童・生徒の割合

　新型コロナウイルス感染症及び国内外の諸問題に伴う

物価高騰などにより、経済状況が長期的に悪化してい

る。

　令和２年度に子どもの未来応援プランを策定した。

　また、令和５年度調査に向けた情報収集及び関係各課

との調整を行った。

　生活実態調査（子ども青少年課実施）の円滑実施に向けた連携を行う。

小5：77.1%

中2：57.9%
調査実施なし

小5：80.0%

中2：62.0%
福祉総務課 92

38 消費者教育講座の参加者数

市民の消費者意識の向上を図るため、市民ニーズに合

わせた講座を実施する。対象者の年齢や特性に応じ講座

を企画し、実施する必要がある。

令和４年11月に東京都消費生活相談センターとの共催

による講座を、令和５年３月に本市主催による講座を開

催し、合計21人の市民に参加いただいた。

　東京都消費生活相談センターとの共催及び市主催による消費者講座を開催する。

66人／年 21人／年 100人／年 協働推進課 95

39
ウィメンズチャレンジプロジェクト

のセミナー参加者数

　働きたい女性がそれぞれの希望に応じた働き方を実現

できるよう支援し、女性の活躍推進の機運を高めるため

に実施しているが、今後も参加者を維持するためには、

創業・起業、再就職を希望する女性にとってより有益な

講座等を検討していく必要がある。

　起業や再就職、キャリアアップなど女性を対象とした

「女性のためのチャレンジ相談会」を５回、起業を目指

す女性のためのマーケットイベント「ゆーあいフェス

タ」で運営を学ぶための「ゆーあいフェスタ運営委員

会」を５回、「自分力を磨く！女性のためのエンパワー

メント連続講座」を10回開催した。

　女性のためのチャレンジ相談会を月１回、ゆーあいフェスタ運営委員会やその他女

性のための講座を開催予定である。

705人 752人 750人 協働推進課 98

40
企業誘致制度を活用した

企業誘致による新規就労者数

　企業誘致条例に基づき、市内の工業地域に事業所を新

設又は増設した企業等に対し、奨励金を交付している。

指定企業数を増やすため、移転希望のある市外事業所へ

の広報の方法を検討する必要がある。

　市ホームページ等で周知を図っている。 　企業誘致の対象業種及び対象地域の拡大については引き続き検討を行う。

0人 ０人 10人 産業観光課 98

41 木造住宅耐震診断の助成件数

　木造住宅の耐震化が進んできたこともあり、申請件数

は平成30年度以降0件となっている。今後は事業継続の

可否についても検討していく必要がある。

　なお、令和５年度から所管替えを行い、防災安全課に

て実施することとなった。

　市ホームページ等で周知を図っている。 　今後、市地域防災計画の改定の時期を捉え、減災対応の強化と取組を明確とし、武

蔵村山市第二次耐震改修促進計画における耐震化目標の達成に向けて事業実施及び効

果検証を行う。

0件／年 0件／年 10件／年 産業観光課 109

42 自主防災組織の結成数

　武蔵村山市自主防災組織活動資器材等助成要綱に基づ

き、新規に結成された自主防災組織に対し、本要綱に定

める資器材等を助成している。

　また、市報、イベント等で自主防災組織結成促進に関

する広報を実施している。

　武蔵村山市自主防災組織活動資器材等助成要綱に基づ

き、新規に結成された自主防災組織に対し、資器材等を

助成した。

　また、自主防災組織結成を促すための広報を実施し

た。

　令和５年度も同様に武蔵村山市自主防災組織活動資器材等助成要綱に基づき、新規

に結成された自主防災組織に対し、資器材等を助成する。

　また、自主防災組織結成を促すための広報を実施する。

32団体 34団体 37団体 防災安全課 109

43 消防団員数（定数210人）

　消防団員数は減少傾向にあり、団員確保と知識や技術

の向上が喫緊の課題である。

　消防団員の募集及び広報を行った。 　引き続き、消防団ニュース等で消防団員の知名度の向上やイメージアップの取組を

行っていく。

191人 185人 210人 防災安全課 112
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44
震災時の消防水利（防火水槽）

のメッシュ充足率

　震災時の消防水利を確保するため不足地域に対し計画

的に防火水槽を整備する必要があるが、私有地に設置し

た防火水槽が相続等に伴い撤去になる傾向もあり、充足

数が伸び悩んでいる。

　令和４年度は榎地区に40t級の防火水槽１基を設置し

た。

　また、中央地区民有地の28t級の防火水槽１基を撤去

した。

　防火水槽を整備しメッシュ充足率を増やす。令和5年度は経塚向公園に40ｔ級の防

火水槽を設置する予定である。

231／303 231／303 237／303 防災安全課 112

45 夏期交通防犯映画会協力団体数

　近年、感染症の影響等により中止としていたことか

ら、現在の状況が把握できていない。よって、今年度の

実施団体数によって、次年度の取り組みを考える必要が

ある。

　効果的な映画会を実施するために現実的な課題として

協力団体と子育て世代との繋がりの希薄化等がある。

　協力団体との連携を行った。 　令和５年度については事業の再開を予定している。

13団体 未実施 18団体 防災安全課 116

46 高齢者を対象とする交通安全啓発事業数

　高齢者を対象とした交通安全啓発事業では、交通安全

にのみ特化するのではなく、イベント型の事業により集

客率を上げる必要がある。

　協力団体との連携を行った。 　令和５年度については既存事業の実施をに加え、「交通安全市民のつどい」におい

て高齢者向きの講話等を検討する。

2事業 ２事業 4事業 防災安全課 116

47 自主防犯組織の結成団体数

　団体数については、結成団体の高齢化に伴う団体の解

散等伸び悩んでいる。自主防犯組織を結成していない自

治会等に周知を行い、団体数の増加を図る必要がある。

　市報やホームページにて広報を行い、問合せ等があっ

た際に結成を促した。

　市報等を活用し、結成団体数の増加に努める。

13団体 11団体 20団体 防災安全課 119

48 犯罪認知件数

　目標件数は達成しているものの、令和４年度について

は犯罪認知件数が増加していることから今後の動向につ

いては目が離せない状況にある。

　青色防犯パトロールを実施した。 　青色防犯パトロールの実施に加え、東大和警察署との合同による商業施設等での広

報啓発活動を行う。

458件／年 383件／年 412件／年 防災安全課 119

49 子ども安全ボランティアの登録者数

　子ども安全ボランティアの登録者は、減少傾向にあ

る。高齢化による担い手の減少が主要因である。

　学校、地域、家庭の連携・協働による継続的な子供の

安全確保を図るため、子ども安全ボランティア活動に協

力している地域の方々に対し、横断旗、帽子、ベスト等

を貸与している。

　また、１１０番ハウス等のポスターを作成し、ＰＴＡ

へ配布している。

　子ども安全ボランティア活動に協力していただける方を市報等で募集する。ボラン

ティア活動に協力していただける方に対して、横断旗、帽子、ベスト等を貸与する。

　また、１１０番ハウス等のポスターを作成し、ＰＴＡへ配布する。

300人 217人 400人 教育総務課 119

50 自動通話録音機の無償貸与台数

　目標台数は達成したが、未だに特殊詐欺被害は後を絶

たない状況にある。

　事業継続して自動通話録音機の貸与を行った。 　令和は５年度については自動通話録音機の追加購入及び追加貸与の実施を予定して

いる。

0台 243台 250台 防災安全課 119
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51 都市核地区土地区画整理事業の進捗率

　令和４年度末時点で進捗率が78%（事業費ベース）を

超え、事業も概ね計画通りに進捗している。多摩都市モ

ノレールの延伸に向け、早期に事業を完了させることが

課題となっている。

※令和４年度末に事業計画変更を行ったことに伴い、総

事業が増額となったことから、令和４年度末の事業費

ベースの進捗率が令和３年度の数字と比較して低下して

いる。

・仮換地の指定の実施

・都市計画道路築造

・区画道路築造

・建物移転の促進

・都市計画道路及び区画道路の築造

・公園、ポケットパークの整備

・対象権利者の移転促進及び計画的な仮換地の指定を実施

70.0% 78.9％ 100% 区画整理課 124

52 狭あい道路の割合（延長）

　建築基準法に基づく道路後退部の寄附に当たっては測

量、登記手続き及び簡易舗装整備を土地所有者が実施し

た上で、市が寄附を受けている。

　現制度では土地所有者の費用負担が重いため寄附件数

が少なく、狭あい道路の解消が進みづらい。

　開発等における道路後退部の寄付により、割合が減少

した。

　幅員４ｍを確保するための狭あい道路の解消方法や、狭あい道路も含め、４ｍ以上

に拡幅する必要性のある生活道路の選定などを検討する。

　また、土地所有者の負担を軽減することにより市への寄附件数を増やし、狭あい道

路の解消を目指す。
48.7% 48.3％ 45.0%以下 道路下水道課 129

53 主要市道１２号線拡幅整備事業の進捗

　用地取得については、地権者の事業への理解が必要で

あり、用地取得率が進むにつれて計画的な用地取得の見

通しを立てることが難しくなるが、引き続き丁寧な説明

に努めていく。

　令和４年度は、当初２件の用地取得を目指していた

が、当初予定にはなかった地権者について急遽契約がま

とまり４件の取得へと繋がった。

　また、今後の用地取得へ向け、地権者に対し複数回折

衝を行った。

　道路の供用開始へ向け、用地取得については、進捗率が進むほど徐々に取得が難航

してくると予想しているが、粘り強く折衝を進め、用地取得に努める方針である。

　また、道路築造については、当初想定していなかったが東京都が推進している無電

柱化の状況を勘案し、新たに当該路線に無電柱化を導入することとした。令和５年度

には、無電柱化について詳細設計を行う。

　今後、用地の進捗に合わせて一部道路の先行整備について検討を始め早期の供用開

始に努める。

実施中 実施中 完了 道路下水道課 129

54 障害者グループホームの入所者数

　障害のある人が地域生活において安心して暮らすこと

ができるよう、関係機関との連携を図りつつグループ

ホームの利用促進に努めるが、入居者の希望の合ったも

のを整備していくことが求められる。

　市が交付した障害福祉サービス受給者証に共同生活援

助の支給決定の記載のある方のうち、都内のグループ

ホームに入居している方に対して家賃の助成を行った。

　障害のある人が地域生活において安心して暮らすことができるよう、関係機関との

連携を図りつつグループホームの利用促進に努める。

6人／年 9人／年 7人／年 障害福祉課 133

55 下水道管きょの点検調査実施率

　公共下水道管のストックを継続して適正に維持管理し

ていく上で当該事業は必要不可欠であるが、市内全域管

きょ延長約273kmを対象に１期７年、７期にわたる長

期の事業となり、事業費が膨大である。

　また、第７期が完了した時点で、また第１期に戻り永

続的に事業を進めていくことが予想される。

　令和４年度は、第１期で調査を行った対象施設（マン

ホールふたＮ＝1,145箇所、管きょＬ＝27,480ｍ）につ

いて、ストックマネジメント計画の策定を行った。

　令和５年度については、第１期ストックマネジメント計画に基づき、令和６年度以

降に実施する工事の基本設計及び詳細設計を行う。

　また、第２期のうち１年目の調査（マンホールふたＮ＝708箇所、管きょＬ＝

18,701ｍ）を実施する。

　今後も継続してスケジュールに沿って事業実施を進めていく。
0% 9.9％ 25% 道路下水道課 136

56 ごみの発生抑制（市民一人当たりの排出量）

　令和４年10月の家庭ごみ有料化及び戸別収集の導入に

より、令和４年度の総排出量は、19,286トンと前年度

と比較して約900トン減少した。

　現在、小平・村山・大和衛生組合の焼却処理施設の更

新をしており、一時的に焼却処理能力に不足が生じるこ

とから、令和4年度も引き続き、西多摩衛生組合に広域

支援を依頼し、可燃ごみの処理を行っている。

　支援先の負担を軽減するためにも、市民、事業者及び

市が協働して４Ｒを推進し、更なるごみの減量化に努め

る必要がある。

　可燃ごみ中の約４割を占めている生ごみを減量するた

め、生ごみ処理機器購入補助金及び生ごみ処理容器「ミ

ニ・キエーロ」工作教室を実施した。

　また、家庭での未利用食品を集めて寄付をするフード

ドライブを実施するとともに、食品ロスの削減に向けた

普及啓発を実施した。

　さらに、家庭ごみ有料化及び戸別収集の導入に向け、

戸別収集移行後の排出場所調査、市民説明会や出前講

座、説明動画の配信などを行い、令和４年10月から家庭

ごみ有料化及び戸別収集を導入した。

　家庭ごみ有料化及び戸別収集による減量効果などについて、市民に分かりやすく周

知するなど、４Ｒの更なる推進を図り、ごみの減量に関する市民意識の高揚に向けた

普及啓発を推進する。

785g／人日 742g／人日 660g／人日 ごみ対策課 139

57 ごみのリサイクル率

　市が実施している家庭ごみ組成分析調査では、ごみと

して排出されているものの中に、分別すれば資源として

再利用できるものが10％以上含まれている。

　今後は、ごみとなる前の段階の対策を重視するととも

に、資源物の更なる分別促進を図り、リサイクル率の向

上を図る必要がある。

　各団体の主導による資源分別を促すため、資源回収奨

励金の交付を実施した。

　また、家庭ごみ有料化及び戸別収集の導入に係る周知

と併せて、分別すれば資源となるものについての記事を

ごみ情報誌に掲載し、市内全戸に配布した。

　家庭ごみ有料化及び戸別収集による減量効果などについて、市民に分かりやすく周

知するなど、４Ｒの更なる推進を図り、資源の分別に関する市民意識の高揚に向けた

普及啓発を推進する。

　また、民間企業との連携を視野に入れながら、リユースの促進を検討していく。
32.5% 35.4% 37.6% ごみ対策課 139
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58
多摩都市モノレールの

延伸に係る事業の推進

　東大和市及び瑞穂町と共同で策定した「モノレール沿

線まちづくり構想」を踏まえたまちづくりを、より一層

推進していく必要がある。

　多摩地域都市モノレール等建設促進協議会での要望活

動、ＰＲ推進事業（市民まつりへの出店ＰＲ活動、モノ

レール関連物品作製・販売等）を実施した。

　東京都と連携を取りながら、引き続き、モノレール早期延伸の機運醸成のための取

組を行っていくとともに、モノレール延伸後の地域公共交通をはじめとして、まちづ

くりについて検討を進めていく。

推進 推進 推進
交通企画・

モノレール推進課
141

59
市内循環バス１便当たりの

年平均輸送人員

　令和４年４月から、著しい利用者数の低迷が続いてい

た武蔵砂川ルート及び西ルートを廃止したことで、令和

３年度と比較して年平均輸送人員は増加したが、コロナ

前の数値までには回復していない。引き続き、利用者数

の拡大を図る必要がある。

　効果的かつ効率的な運行を行うため、地域公共交通会

議における検討結果などを踏まえ、利用状況等の推移を

検証し、次年度以降の取組に向けた準備をした。

　上北台ルート及び玉川上水ルートの利用状況等の推移を検証するとともに、利用促

進のための各種方策を検討する。

5人 ５人 6人
交通企画・

モノレール推進課
144

60 乗合タクシーの利用者数

　市内循環バスの一部ルート廃止に伴い、乗合タクシー

の利用登録可能地域を拡大するなどし、登録者及び利用

者は大幅に増加した。引き続き、登録者数や利用者数拡

大のため、制度に関して一層の周知を行っていく必要が

ある。

　登録者数や利用者数の拡大を図るため、制度の周知を

行った（市報等による広報、出張説明会及び利用登録受

付の実施）。

　引き続き、登録者数や利用者数の拡大に向けた周知活動を行う。

　また、利便性の向上を図るため，利用者の意見等も踏まえた運行形態などについて

調査・検討する。

3,498人 11,156人 4,500人
交通企画・

モノレール推進課
144

61 性の多様性に関する理解の促進事業

本市において、性的少数者に対する理解が進んでいる

とは言い難い状況にある。

令和４年11月から運用が開始された東京都パートナー

シップ宣誓制度の状況等を注視しながら、本市に必要な

制度について精査し、第四次男女共同参画計画の計画期

間である令和６年度末までに、パートナーシップ制度等

の導入について検討していく必要がある。

　市民に対し、性の多様性に関する理解を促進するため

の記事を市報に掲載した（令和４年７月15日号から令和

５年３月15日号まで５回）。また、イベント時にパネル

展やアンケート調査を実施し、市民の意識醸成を図っ

た。

性の多様性に関するクイズと答えを市報（奇数月の15日号）に掲載し、クイズの答

えに対する感想を選択肢の中から選び、応募していただくことで、性の多様性に関す

る理解を促進する。多摩地域の連携市において、若年層セクシュアル・マイノリティ

支援事業を実施し、当事者や周囲の方への支援を継続する。
ー 実施 実施 協働推進課 152

62 審議会等への女性の参画率

審議会等は、男女双方の意見が市政に反映されるよう

な委員構成であることが必要だが、女性委員の参加率が

低い状況にある。

男女共同参画計画における事業のひとつである本項目

の推進に向けて取り組んだ。

　引き続き、関係各課に対して公募委員を積極的に登用するよう促していく。

31.9% 33.9% 40.0%
協働推進課

企画政策課
156

63 男性市職員の育児休業取得率

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女

性活躍推進法）等の施行により、男女共同参画に関する

国の法制度は徐々に充実してきた一方で、性別による固

定的な役割分担意識、不安定な雇用状況や長時間労働、

少子高齢社会の進展等により、依然として育児・介護は

女性の役割と考えている人が多い傾向にある。

　新たに取得可能となった男性職員に対し、各種制度を

紹介した冊子の配布・説明を行った。

　また、育児休業の対象となる男性職員及びその所属長

に対し、育児休業の提案及び個人の事情等に配慮した具

体的な情報提供を行った。

　目標を達成しているが、更なる取得率の向上のため、引き続き各種制度を紹介した

冊子の配布・説明や育児休業の提案及び個人の事情等に配慮した具体的な情報提供を

行う。

10.5% 41.5% 15.0% 職員課 156

64
ワーク・ライフ・バランス

推進事業所の認定件数

ワーク・ライフ・バランス推進事業所の認定制度を令

和３年度に創設し、累計で11企業を認定した。

認定できる企業を継続的に掘り起こしていく必要があ

る。

市報等により募集をかけ、４事業所から応募があり、

審査の結果、４事業所全てを認定した。

認定事業所の記事を掲載したパンフレットを作成し

た。

また、令和３年度に認定した事業所の記事を男女共同

参画情報誌「YOU★I」に掲載し、パンフレットととも

に商工会に加盟している事業所に配布し、啓発した。

　市報等により募集をかけ、新たな事業所を認定していく。

ー 累計11件 累計5件 協働推進課 156

65
高校進学に際して第一志望校へ

合格する割合

　年度によって生徒の実態も異なることから、継続的に

目標値を達成できるようにすることが課題である。

　小中一貫教育を全小・中学校で実施し、義務教育９年

間を通した系統的なキャリア教育の充実を図った。

　進路情報を学校を通じて高校進学を希望する生徒やその保護者へ提供するととも

に、進路指導主任会等において、情報の収集に努める。

83.2% 86.6% 85.0% 教育指導課 166
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66 中学校３年生の英語検定受験率

　英語検定の合格率は上昇している。全体として生徒の

英語力は高まっていると考えられるが、令和４年度の受

験率は下がってしまったため、受験率の向上につながる

周知強化の徹底が必要である。

　英語検定の費用に掛かる支援を行った。

　受験者数：235人

　生徒が自主的に自分なりの目標を立て、全国的な検定試験に挑戦できる機会を継続

して設け、周知強化の徹底により受験率を目標の60％に近付ける。

40.6% 31.3% 60.0% 教育指導課 166

67
市立小・中学校のトイレ環境整備

達成割合

　学校単位で計画的に整備を進めているが、予算等の都

合で未改修の系統が残されている学校がある。

　第二小学校未改修系統である特別教室棟トイレの実施

設計委託を実施した。

　全小・中学校において、改修を実施したが、学校により一部未改修となっている系

統があるため、継続して改修工事を進める。

89.0% 100％ 100% 教育総務課 166

68
市立小・中学校における自閉症・

情緒障害特別支援学級の整備

　学級設置までの間、可能な限り「適切かつ効果的な学

習成果」を目指し、特別支援教室等を利用する生徒に対

し、令和４年度中の転学相談を慎重に進める必要があ

る。

　自閉症・情緒障害特別支援学級開設準備委員会におい

て、令和５年４月開設に向け、委員会の所掌事項の検討

にあたった。令和４年度は３回実施した。

　設置を予定する特別支援学級の教材等物品購入及び教

室環境の整備を実施した。

　令和５年４月、村山学園第二中学校に開設。

検討 準備 整備 教育指導課 166

69
学校給食における地元産の

野菜・果物の使用量

　学校給食における地元産野菜・果物等の使用量は、令

和４年度末で35,073.2kgとなり、児童・生徒１人当た

り6.03kg/年となった。

　今後、供給者（地元農家）が対応出来るのであれば、

さらに増加させることが可能である。現状は、学校給食

で使用する一定量の生産ができない品が多い。

　地元産野菜・果物を優先的に使用している。毎月の開

札により１か月分の納入業者を決定しているが、「農友

会新鮮組」において１か月を通しての供給が困難な場合

でも、他の業者と併用し、安定供給に努めている。

　毎月の予定献立表を活用して、地元産野菜・果物等に関する情報の提供に努める。

　また、地元農家の協力を得て地元産野菜・果物等をより積極的に使用出来るよう献

立の工夫及び改善に努める。

5kg 6.03kg 維持 学校給食課 166

70
学校給食における地元産野菜・

果物等の使用品目数

　学校給食における地元産野菜・果物等の品目数は、令

和２年度末で19品目であったが、令和４年度末21品目

となっている。

　今後、品目数を増やせるかどうかは供給者（地元農

家）と協議することになるが、現状では、学校給食で使

用する一定量の生産が確保できない品が多い。

　「農友会新鮮組」に野菜・果物の生育状況等の情報を

共有するなど、調達可能なものを献立に取り入れる努力

をしている。

　毎月の予定献立表を活用して、地元産野菜・果物等に関する情報の提供に努める。

　また、地元農家の協力を得て地元産野菜・果物等をより積極的に使用できるよう献

立の工夫及び改善に努める。

19品目 21品目 22品目 学校給食課 166

71 出前講座の講座数

　出前講座数の増加に向けて、各課に呼びかけを行って

いるが、毎年、数件増加するものの数件廃止となるもの

があるため、増加に至っていない。引き続き、講座数の

増加及び内容の充実に努める。

　各課に出前講座数の増加に向け、呼びかけを行う中

で、各課共に職員数が足らず、出前講座を行う人員と時

間が足らないとの意見が出ている。

　毎年、出前講座の充実に向け、各課に協力を仰ぎ、講

座数増加に取り組んでいる。

令和３年度実績

　講座数　67講座　　実施回数　14回

令和４年度実績

　講座数　67講座　　実施回数　44回

　今後も引き続き各課に協力を仰ぎ、講座拡充に努めていく。

67講座 67講座 70講座 文化振興課 171

72 郷土・行政資料の所蔵数

　市発行の行政資料の収集を行うとともに市販図書で本

市に関するものを収集するようにしているが、対象図書

が多くない。寄贈資料の収集も定常的に行っている。

　郷土資料の発行情報の収集に努める。 　郷土資料の収集に努める。

　電子図書館に電子化された郷土資料を見ることできるデジタルアーカイブを充実さ

せる。

2,927冊 3,850冊 4,000冊 図書館 171

73 おはなしの会の開催回数

　新型コロナウイルス感染症前の水準に戻すように開催

方法や周知方法を検討する。

　定期的に開催を行い、雷塚図書館で年24回、その他図

書館（全５か所）で75回開催した。

　感染症対策を講じながら、安心して参加できるように参加者の増加を図る。

108回／年 99回／年 144回／年 図書館 171
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74 公民館講座の定員に対する受講割合

　子供から高齢者まで、様々な年代等に合わせた講座を

企画・実施するため、生涯学習審議会において協議を重

ねる。

　また、市民が企画者となって講座を運営する「市民企

画講座」も実施している。

　課題は、審議会において決められた講座や市民企画講

座は、内容的にも優れたものであっても、参加者が少な

い場合が多いことである。

　市民講座、家庭教育講座、シルバー教室、青少年教室

を企画・実施した。

令和３年度実績

　実施回数　18回　　延べ参加人数　169人

令和４年度実績

　実施回数　23回　　延べ参加人数　235人

　公民館講座については、生涯学習審議会において協議を重ね、内容の充実を図ると

ともに、より効果の見込まれる講座の周知方法や実施方法も検討し、実施していく。

79.5% 81.0% 90.0% 文化振興課 171

75 スポーツ少年団登録団体数

　平成27年７月に「武蔵村山市スポーツ少年団」を設立

し、スポーツ・文化活動を通じた青少年の心身の健全育

成に努めている。

　スポーツ少年団への登録団体の加入促進を図るため、

各団体への説明等を行った。

　スポーツ指導者の育成・確保、登録団体の加入促進を進めていく。

　他方、行政評価委員会による外部評価で、将来的に縮小・見直しの方向性が示され

ているため、事業のあり方等について、今後検討していく必要がある。

3団体 4団体 6団体 スポーツ振興課 176

76 総合型地域スポーツクラブ会員数

　平成25年２月に「だれでも」「どこでも」「いつで

も」「世代を超えて」気軽に楽しむことができる総合型

地域スポーツクラブ「よってかっしぇクラブ」を設立し

た。

　総合型地域スポーツクラブについては、市民の認知度

が低いことから、広報活動・環境整備・会員の確保等を

推進していく必要がある。

　各種事業への協力や、運営に関する意見交換を行い、

スポーツ活動等を展開した。

　また、市民への周知を図るため、「教育むさしむらや

ま」や市ホームページ等に関連記事を掲載した。

　各種事業への協力、市民への周知を引き続き行う。

164人 171人 380人 スポーツ振興課 176

77 市民会館利用者数

　市民会館の施設運営については、民間の能力を活用す

るため指定管理者制度を導入しており、指定管理者にお

いて、各種事業を企画・運営している。

　利用者増加に向け、指定管理者において、そのノウハ

ウを生かした各種事業の企画・運営等を行っている。

令和３年度実績

　受託事業　26事業　　自主事業　４事業

令和４年度実績

　受託事業　29事業　　自主事業　４事業

　指定管理者のノウハウによる事業企画や適切な維持管理、利便性の向上など利用者

に喜ばれる施設運営の支援を行う。

177,200人／年 147,951人／年 205,000人／年 文化振興課 178

78 歴史民俗資料館利用者数

　歴史民俗資料館の常設展示、特別展示、企画展示及び

資料館講座を充実させるとともに、歴史民俗資料館分館

を平和教育に資するよう、なお一層の充実を図る。

　常設展示のほか、年中行事展、特別展等を引き続き開

催した。

　また、特別展展示解説書、資料館だよりの発行及び資

料館講座を開催した。

　常設展示、年中行事展、特別展、企画展示及び講座等を計画的により充実させ、引

き続き魅力ある資料館の運営に努める。

7,931人 6,105人 12,000人 文化振興課 182

79 歴史散策コースマップ販売冊数

　新たに南東・南西コースをそれぞれ１コース加え、計

７コースとした歴史散策コースの周知を図ることによ

り、市民の文化財等への関心の向上とともに文化財の保

護に努める。

　市民の文化財等への関心の向上、文化財の保護等のた

め、歴史散策コースを設定しており、歴史講座や自然観

察会の開催時等において歴史散策コースマップについて

も紹介している。

　歴史講座、自然観察会及び資料館だより等を活用して、歴史散策コースの周知を図

り、歴史散策コースマップの販売目標達成を目指す。

70冊 37冊 150冊 文化振興課 182

80 経営耕地面積

　農業者の高齢化及び後継者不足等により、年々農地の

転用が進んでおり、経営耕地面積は減少傾向にある。

　農業者からの相談の際に農地の貸借等の説明を行って

いる。

　引き続き、農業者からの相談の際に農地の貸借等の説明を行っていく。

10,400a 10,400a 維持 産業観光課 191
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81 新規就農者数の累計

　昨今、農外から新規に就農を希望する者が徐々にでは

あるが増えてきている。

　東京都農業会議による就農希望者支援会議を経て１名

の新規就農者の紹介を受け、青年等就農計画書の作成に

関する支援及び認定を行った。

　新規就農の相談があった場合は、農地の貸借を含め同様の支援を行っていく。

1人 4人 7人 産業観光課 191

82 認定農業者数

　高齢化等により、新規に認定農業者を希望する農業者

が減ってきている。

　また、既に認定を受けている認定農業者の中にも、農

業経営改善計画で目標としている所得目標を計画期間内

に達成することが困難になってきている。

　武蔵村山市農業経営改善支援センターによる農業経営

改善計画作成に関する個別相談、運営委員会を開催し、

農業経営改善計画の作成支援及び認定を行った。

　今後も、武蔵村山市農業経営改善支援センターによる個別相談、運営委員会を開催

し、農業経営改善計画の作成支援及び認定を行っていく。

41経営体 38経営体 46経営体 産業観光課 191

83 体験型市民農園設置数

　体験型であるがゆえに、自身が農業指導を行う必要が

あるため、年齢や健康面から継続を危惧する農業者が増

えてきている。

　令和４年度は何人かの農業者に新規開設の交渉を試み

たが、交渉成立には至らなかった。

　今後も引き続き、農業者に理解と協力を求めながら、できるだけ早期に開設ができ

るようにする。

2か所 ２か所 3か所 産業観光課 191

84 援農ボランティア登録者数

　制度の周知不足等によりボランティアを希望する農業

者が増えていかない。

　また、ボランティアの高齢化が進んでおり、健康面か

ら活動を辞退する者も出てきている。

　援農ボランティアについて市報・ホームページで募集

を行い、２名のボランティアの登録を行った。

　現在、農業振興計画推進プロジェクト会議のなかで、制度の課題整理とより充実し

た制度に見直す検討を進めている。

16人 16人 30人 産業観光課 191

85 空き店舗を活用した事業数

　商店会に対して、空き店舗を活用した東京都の補助制

度を案内しているが、都補助事業については、期限付き

であることから、利用する商店会はない。

　商店会に対して、空き店舗を活用した東京都の補助制

度を案内した。

　空き店舗に関する状況や以降の把握を行い適切な補助制度を案内する。

　また、空き店舗の解消を目的とした、空き店舗等を活用した事業内容を検討する。

0事業 0事業 2事業 産業観光課 197

86 創業支援制度を利用した創業者数

　例年、セミナー等への参加者数が定員に達しないた

め、市内の創業希望者や創業に興味のある方の更なる発

掘方法を検討する必要がある。

　令和４年度の事業参加者数

○創業塾：3人

○創業セミナー：11人

○個別相談：延べ24人

○創業補助金利用：10人

　創業塾、セミナーの開催を平日から休日に変更し、今までとは違う参加者の発掘に

つなげていく。

　また、オンラインでの実施を検討することで参加者をさらに増やすことができない

かを検討する。

　関連団体と連携し創業者にあった支援を行い、都補助金を活用して創業できるよ

う、関連団体から講師を派遣し、補助金の説明の機会をつくることなどを検討する。

6人 13人 21人 産業観光課 197

87 「産業振興ビジョン」の策定

　令和3年度に武蔵村山市産業振興ビジョン（計画期

間：令和4年～令和13年度）を策定した。

　産業振興ビジョンに掲げる将来像「市民と事業者が絆

をつむぐ　にぎわいのあるまち　むさしむらやま」の実

現に向け、各種施策を実施していく。

　武蔵村山市産業振興ビジョン検討推進委員会を１回開

催した。

　産業振興ビジョンに登載している各種施策の実施状況を評価・検証する。

ー 策定 策定 産業観光課 197

88 地域ブランド認証商品数

　認証ブランドになったことによるメリットが少ないた

め、認証されたことによる優位性等を明確にする必要が

ある。

　制度及び認証商品について、ホームページや市報等を

活用し広報活動を実施した。

　制度のPRを強化していくほか、認証店同士のコラボレーション商品等について、推

奨していく。

10品目 10品目 15品目 産業観光課 197
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89 村山温泉「かたくりの湯」の入場者数

　令和４年度中に令和５年度以降の指定管理者について

募集を行ったが、応募がなかったため、令和５年４月１

日から一時閉館となっている。

　武蔵村山市立温泉施設在り方検討委員会を開催し、今

後の在り方について検討をしている。

　令和５年４月１日から一時閉館となっているため、武蔵村山市立温泉施設の在り方

検討委員会において今後の方向性を検討している。

155,744人／年 147,648人/年 205,000人／年 産業観光課 201

90
地区計画及び地区まちづくり計画

の策定地区数

　狭山丘陵の自然を保全・活用する一方で、住宅地など

それぞれの地域の個性を生かした魅力あるまちなみを市

民や開発事業者等と一体となって創出していくため、地

区計画制度を活用していく必要がある。

　都市計画法第58条の２の規定に基づく地区計画区域内

の行為の届出により、建築物の建築について地区計画に

適合しているかをチェックし、当該建築物の建築につい

て許可した。

　多摩都市モノレールの延伸を見据え、新駅周辺のまちづくりについて市民と協働で

調査検討を進めていく。

　また、令和３年度に認定されたまちづくり準備会に対する活動支援等を行ってい

く。
10地区 12地区 12地区 都市計画課 203

91 親水緑地広場の箇所数

　平成２年度に残堀川が整備され、親水緑地広場７か所

を市が管理している。

　現在、旧空堀側敷などを河川改修事業を行っているた

め、親水緑地広場として整備するよう、東京都に対し要

望をしている。

　東京都による空堀川改修事業のため、平成29年度に

「神明運動広場」及び「中砂児童遊園」を廃止した。

　これに伴い、東京都に児童遊園予定地及び土地借用に

ついて協議した。

　残堀川親水緑地広場施設の施設及び樹木管理を継続する。

　また、東京都に対し、引続き空堀川改修事業に伴う親水緑地広場の整備要望を行

う。

7か所 7か所 8か所 環境課 206

92 地目別土地利用面積「山林」の割合

　公園・緑地を計画的に整備していくために、狭山丘陵

の大部分を占める野山北・六道山公園、中藤公園及び観

音寺森緑地について、東京都による公有地化を推進して

いく必要がある。

　また、市施行の都市計画公園の整備についても、検討

を進める必要がある。

　「都市計画公園・緑地の整備方針」（改定）におい

て、優先整備区域に指定された野山北・六道山公園、中

藤公園及び観音寺森緑地について、早期事業化及び整備

の要望を東京都に対し行った。

　なお、中藤公園及び野山北・六道山公園は、東京都に

より整備が完了した区域について順次開園している。

　野山北・六道山公園及び中藤公園は、事業認可区域の早期整備及び開園区域の維持

管理等について、観音寺森緑地は、優先整備区域の早期事業化について、引き続き東

京都に要望していく。

　また、総合運動公園をはじめとする市施行の都市計画公園の整備について、引き続

き検討を行っていく。
10.0% 10.0％ 維持

環境課

都市計画課
209

93 公園・緑地等ボランティア登録者数

　公園・緑地ボランティアの年間活動内容をホームペー

ジで周知した。

　ホームページを閲覧し、登録を希望する市民も増加し

ている。

　公園・緑地ボランティアによる公園等の花壇等整備を

３施設実施した。

　公園・緑地等ボランティア運営会議を年２回程度開催し、現状の活動内容及び今後

に向けた新たな活動や対象公園等の拡大について検討する。

148人 150人 維持 環境課 213

94 地目別「山林」面積

　狭山丘陵を中心とした緑の保全を図るために、野山

北・六道山公園、中藤公園及び観音寺森緑地について、

東京都による公有地化を推進していく必要がある。

　「都市計画公園・緑地の整備方針」（改定）におい

て、優先整備区域に指定された野山北・六道山公園、中

藤公園及び観音寺森緑地について、早期事業化及び整備

の要望を東京都に対し行った。

　なお、中藤公園及び野山北・六道山公園は、東京都に

より整備が完了した区域について順次開園している。

　野山北・六道山公園及び中藤公園は、事業認可区域の早期整備及び開園区域の維持

管理等について、観音寺森緑地は、優先整備区域の早期事業化について、引き続き東

京都に要望していく。

　また、総合運動公園をはじめとする市施行の都市計画公園の整備について、引き続

き検討を行っていく。
154ha 154ha 維持

環境課

都市計画課
213

95 公用車における低公害車の導入割合

　出先機関等主管課所有の庁用自動車の入替について

は、利便性がよい軽自動車が多いが、各自動車メーカー

において軽自動車種のハイブリッド車が少ないこと並び

に普通乗用（ワゴンタイプ）及び小型貨物（商業用バン

タイプ、トラック等）も同様に少ないことが課題であ

る。

　低公害車へのリース等導入について、配慮し執行し

た。

　原則取得から16年経過し、走行距離が著しく超過等し支障が生じている車両につい

ては、低公害車または電気自動車への入替を順次行う。

　また、令和５年度から、原則、初年度登録から年式が経過している対象車両を選別

し、毎年２台程度電気自動車への入替を行う予定である。
47.7% 55.5% 60.0%

総務契約課

関係各課
215

96 新エネルギー利用機器等の助成件数

　「市内事業者が行った工事」という条件によって、市

民にとっては使いづらい制度となっている。

　なお、令和５年度から所管替えを行い、環境課にて実

施することとなった。

　令和４年度の助成実績

○家庭用蓄電池：６件

○強制循環式ソーラーシステム：０件

○自然循環式太陽熱温水器：０件

○家庭用燃料電池コージェネレーションシステム：０件

　令和５年度から、太陽光発電補助を新たに始め、また市外業者による工事・設置も

補助対象に加える。

　今後、令和５年度の実績が明らかになったのち、必要に応じて、事業規模や申請者

１件ごとの補助単価などを見直していく。
25件／年 6件／年 30件／年 産業観光課 215
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97 エコ住宅化の助成件数

　「市内事業者が行った工事」という条件によって、市

民にとっては使いづらい制度となっている。

　なお、令和５年度から所管替えを行い、環境課にて実

施することとなった。

　令和４年度の助成実績

○遮熱性塗装工事：61件

○断熱工事：10件

　令和５年度から、太陽光発電補助を新たに始め、また市外業者による工事・設置も

補助対象に加える。

　今後、令和５年度の実績が明らかになったのち、必要に応じて、事業規模や申請者

１件ごとの補助単価などを見直していく。
63件／年 71件／年 70件／年 産業観光課 215

98
環境基本計画に基づく環境指標・環境施策

に対する評価のうち、ＡとＢの割合

　平成27年度に策定した武蔵村山市第二次環境基本計画

で掲げた「望ましい環境像の実現」に向け、各種施策の

推進に努めるとともに、関係各課の取組状況を把握し、

年次報告書として取りまとめ、環境審議会への諮問答申

を経て、市民等に対し公表している。

　武蔵村山市第二次環境基本計画で掲げた「望ましい環

境像の実現」に向け、各種施策の推進に努めるととも

に、毎年度、前年度における関係各課の取組状況を把握

し、年次報告書として取りまとめ、環境審議会への諮問

答申を経て、市民等に対し公表している。

　引き続き、武蔵村山市第二次環境基本計画で掲げた「望ましい環境像の実現」に向

け、各種施策の推進に努めるとともに、関係各課の取組状況を把握し、年次報告書と

して取りまとめ、環境審議会への諮問答申を経て、市民等に対し公表していく。

89.2% 83.7% 90.0% 環境課 220

99 環境美化に関するパトロールの実施回数

　散歩中の犬のふんを飼い主が放置することにより、市

民からの苦情等が多く寄せられており、パトロールの実

施等によりふんの放置を防止するとともに、飼い主のマ

ナーの向上の啓発に努める必要がある。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、パト

ロールの実施ができなかったことから、狂犬病予防注射

済票交付の際に、犬の飼い主に対して、散歩時のマナー

についての啓発を行った。

　市民からの苦情・要望・相談の状況を踏まえ、適切で効果的なパトロール等の実施

及び啓発の推進に努めていく。

22回 0回 24回以上 環境課 220

100
職員提案制度で採用・趣旨採用

となった提案件数

　令和４年度は17件の提案を受け付け、直近５年間で最

も多くなった。これに伴い採用・趣旨採用となった件数

も７件となり、目標を達成することができた。一方、過

去に提案したことのある職員からの提案が一定数を占め

ており、新規提案者数の増加が課題となっているため、

継続して制度の周知を図るとともに、提案方法等をわか

りやすく伝えるような工夫が必要であると考える。

　これまでは、提案の募集開始時にのみ周知を行ってい

たが、令和４年度は、提案件数の増加を図るため、募集

期間中にその時点での提案件数やQ＆Aを公開した上で

提案募集について改めて周知を行い、提案件数の増加を

図った。

　既存の職員提案制度については制度の周知を工夫するなどにより提案件数の増加を

図るとともに、職員の意識向上を図るため、改善策や効果などを詳細に記載すること

なく簡易なアイデアなどを提案できるよう、新たな制度を構築し運用を開始する予定

である。
1件／年 7件／年 5件／年 企画政策課 228

101 電子申請ができる手続の件数

　オンラインによる手続が可能な件数は、少しずつ増え

てきているものの、低水準となっている。

　また、職員間のＤＸの推進に関する意識や知識の差が

生じている。

　令和４年８月に市民等が市に対して行う申請、届出等

の洗い出し調査を行うとともに、進捗状況の管理等を

行った。

　また、順次その実施に向けて取組を進め、令和５年３

月31日時点でぴったりサービス、東京電子自治体共同運

営電子申請サービスからオンラインで手続可能な件数が

93件となった。

　引き続き庁内に行政手続のオンライン化を促し、ぴったりサービス、東京電子自治

体共同運営電子申請サービス及びＳａａＳ型電子申請受付システムを活用して電子申

請サービスの拡大を図るとともに、職員のＤＸの推進に関する機運醸成やデジタルリ

テラシーの向上に関する研修等を実施していく。
19件 93件 50件 デジタル推進課 228

102 市税収納率(現年度分＋滞納繰越分)

【収納率の状況】

H27：96.3％　H28：96.8％　H29：97.3％

H30：97.7％　R１：98.0％　R２：98.3％

R３：98.5％　 R４：98.5%

【課題】

・現年度収納率の向上

・滞納繰越額の圧縮

　現年度収納率向上のための対応（納税の啓発、納付環

境の整備、初期未納の対応）及び滞納繰越額の圧縮（適

切な滞納整理の実施、解決に向けた困難案件への対応、

納税義務の承継の確認）を行った。

　武蔵村山市第五次長期総合計画での目標収納率達成のため、徴収事務を進める。

　当該計画を上位計画として、毎年年度末に次年度の収納率向上計画を立て、それに

基づき収納事務を進める。

98.0% 98.5% 98.6% 収納課 232

103 図書館の市外利用者への貸し出し冊数

　大南地区図書館が夏季に空調改善工事を行ったことや

感染症の影響で貸出冊数が微減している。

　各市の図書館ホームページ等で利用の呼びかけをして

いく。

　各市の図書館ホームページ等で利用の呼びかけを継続して行っていく。

17,394冊 11,753冊 20,000冊 図書館 234
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